
電子提供措置の開始日 2026年３月４日

第64回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

事業報告 企業集団の主要な事業セグメント
企業集団の主要拠点等
企業集団の従業員の状況
主要な借入先の状況

会社の新株予約権等に関する事項
責任限定契約の内容の概要

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
会計監査人の状況

業務の適正を確保するための体制および
当該体制の運用状況の概要

株式会社の支配に関する基本方針
連結計算書類 連 結 注 記 表
計算書類 貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書
個 別 注 記 表

（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
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企業集団の現況に関する事項
（1）企業集団の主要な事業セグメント (2025年12月31日現在)

当社グループは、アパレル関連事業（婦人服等の輸入及び企画・製造・販売）を主な事業
内容とし、さらに生産及びOEM事業、物流事業を行っております。
アパレル関連事業については、日本、韓国、欧州、その他海外（米国・東南アジア）の地

域で事業活動を展開しております。

（2）企業集団の主要拠点等 (2025年12月31日現在)
区 分 会 社 名 名 称 所 在 地
当 社 株式会社ルックホールディングス 本 社 東京都 港区

子会社

株 式 会 社 ル ッ ク
本 社 東京都 港区
支 店 大阪府 大阪市

Ａ． Ｐ． Ｃ． Ｊ ａ ｐ ａ ｎ 株 式 会 社 本 社 東京都 港区
株 式 会 社 ル ッ ク モ ー ド 本 社 東京都 港区
株 式 会 社 エ ル ・ ロ ジ ス テ ィ ク ス 本 社 千葉県 船橋市
株 式 会 社 ア イ デ ィ ー ル ッ ク 本 社 韓国 ソウル市
株 式 会 社 ア イ デ ィ ー ジ ョ イ 本 社 韓国 ソウル市
I l B i s o n t e S. p. A. 本 社 イタリア フィレンツェ
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（3）企業集団の従業員の状況（2025年12月31日現在）
区 分 従 業 員 数（前期末比増減）

アパレル関連事業 名

日本 458 （８名減）
韓国 149 （38名減）
欧州 106 （5名減）
その他海外 ３ （増減なし）
アパレル関連事業計 716 （51名減）

生産及びOEM事業 20 （３名減）
物流事業 84 （１名増）
全社（共通） 64 （２名減）

合 計 884 （55名減）
（注）1. 上記常用従業員以外に臨時従業員を、年間平均437名雇用しております。

2. 「全社（共通）」として記載している従業員数は、持株会社である当社の従業員数です。（当社からの
出向者を除き、受入出向者を含みます。）

（4）主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5,375 百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,062
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会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

会社役員に関する事項
（1）責任限定契約の内容の概要

取締役 井上和則および同 秋葉絢子、監査役 宇野澤博文、同 水野信之、同 服部滋多お
よび同 森居達郎の６氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とな
ります。

（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社のすべての取締
役、監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。被保険者が当社および当社子会
社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによって被
る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしておりま
す。ただし、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為等
に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を定めることにより、役員の職
務執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。
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会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

① 当事業年度に係る報酬等の額 42百万円
② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42百万円

（注）1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠な
どが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
をいたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

（3）連結子会社の監査に関する事項
当社の重要な子会社のうち、株式会社アイディールック、株式会社アイディージョイおよ

びIl Bisonte S.p.A.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人に重大な法令違反、監査品質の著しい低下等、適正な監査の遂行が困

難と認められる場合、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する議案の
内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。ま
た、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当して解任が相当と認められる
場合には、監査役会は監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。

（5）会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分等の内容の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人

②処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月
（2024年１月１日から同年３月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監
査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除
く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
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・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の
一部（監査業務に係る審査）に関与することの禁止 3か月

（2024年１月１日から同年３月31日まで）
③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の公認会計士が、相当の注意を怠り、
重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
（1）業務の適正を確保するための体制

当社は、会社の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について、
以下のとおり取締役会において決議しております。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制
・取締役会は、企業統治の更なる強化を図るため、実効性のある内部統制システムの構築
と、法令遵守の体制の確立に努めております。

・代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程を定め、当社グループの各部署に
ついて法令・定款および社内規程の遵守状況を監査し、その改善に努めております。

・取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプラ
イアンス体制の推進を図っております。

・コンプライアンスマニュアルを制定し、当社グループ役員および従業員が法令、社内規
則および社会通念を遵守した行動をとるよう推進しております。

・当社グループ横断的なホットライン（内部通報制度）を整備し、社内外に通報窓口を設
け、情報の確保に努めます。報告、通報を受けたコンプライアンス委員会は、その内容
を調査し担当部門と協議の上、全社的に再発防止策を実施いたします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、文書または電磁的
媒体に記録しております。

・その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、常時閲覧可能
な状態を維持しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・危機管理の管理体制として、危機管理規程を定め当社グループの個々のリスクに対し管
理責任者を決定し、同規程に則った管理体制を構築しております。

・リスクを未然に防ぐため、代表取締役より任命された取締役を委員長とする危機管理委
員会を設置し、適宜開催し情報収集を行い、リスク発生のおそれのある事項については
対応策の策定に努めております。

・不測の事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき取締役社長を本部長とする対策本
部を設置し、損害および被害の拡大を最小限に止めるとともに、再発防止に努めます。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、月１回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。また、取締役
（社外取締役を除く）で構成される経営会議では、当社グループの重要な事業戦略、方
針について協議決定を行っております。

2026年02月19日 14時27分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



7

・取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程において、それぞれの責任
者および責任、執行手続の詳細を定めております。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社の役職員が子会社の取締役もしくは監査役として就任し、子会社における業務の適
正を監視し、当社の取締役会に報告できる体制としています。

・グループ会社間で定期的に情報交換を行い、コンプライアンス上の課題、問題の把握に
努めてまいります。

・内部監査室は、適時グループ会社の業務遂行等の監査を実施いたします。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協
議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができるものとします。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性に
関する事項

・指名された使用人は、その指示に関して取締役の指揮命令は受けないものとし、監査役
の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有するものとします。

・監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の事前の同意
を得るものとします。

⑧ 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人が監査役に報告する
ための体制その他の監査役への報告に関する体制

・監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求
めることができるものとします。

・当社ならびに子会社の取締役および使用人は、法令・定款に違反する、またはその恐れ
がある行為、あるいは当社グループに重大な損害を与えうる事実を発見した場合は直ち
に監査役に報告することとします。また、コンプライアンス委員会および危機管理委員
会は、当社グループ内で受けた報告事項を監査役に報告することとします。

・監査役への報告ならびに両委員会へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保する体制とします。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会および当
社グループの重要な会議に出席し、取締役および使用人に説明を求めることができるも
のとしております。

・監査役は、会計監査人から会計監査内容について、内部監査室からは業務監査内容につ
いて説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
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・監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当
該監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められた場合を除き、当該費用または
債務を処理します。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成され、社外監査役２名を含む監査

役４名も出席し、職務執行の意思決定を監督しております。原則月１回、全13回開催
され、経営会議については、必要に応じて適宜開催されました。

② 監査役は、取締役会に加え当社グループの重要な会議に出席し、監査の実効性の向上を
図っております。また、会計監査人・内部監査室から定期的に報告を受け、情報交換等
の連携を図っております。

③ 行動規範としてのコンプライアンスマニュアルをグループ全従業員に配布し、コンプラ
イアンス遵守の徹底を図るとともに、取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を
設置し、ホットラインへの対応、コンプライアンスの向上に努めております。

株式会社の支配に関する基本方針
(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理

解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可
能とする者である必要があると考えます。
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模な株式の買付行為で

あっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定する
ものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最
終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、大規模な株式の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要
するもの、対象会社の取締役会や株主が買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社
の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収
者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、
対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、当社の経営方針や事業特性、各ステークホルダーとの関係等といった当社の企業

価値の源泉を十分に理解せず、当社の企業価値または株主共同の利益に資さない大規模な株
式の買付行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であ
ると考え、当社の企業価値または株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じる
ことを基本方針といたします。
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(2) 基本方針の実現に資する取り組みおよび不適切な支配の防止のための取り組み
当社は、2023年2月14日開催の当社取締役会において、2023年３月29日開催の第61回

定時株主総会におけるご承認を効力発生の条件として、「当社株式の大量取得行為に関する
対応策」を更新することを決議し、同株主総会においてご承認をいただきました(以下、更
新後の「当社株式の大量取得行為に関する対応策」を「本プラン」といいます。)。なお、
本プランは、本総会の終結の時をもって有効期間が満了となります。当社は、2026年2月
13日開催の取締役会で、2026年3月27日開催の第64回定時株主総会における株主の皆様
のご承認を条件に、従前の当社株式の大量取得行為に関する対応策を更新することを決定い
たしました。その内容は、同定時株主総会招集ご通知に記載の第3号議案をご参照ください。
①本プランの目的
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるこ

とを目的として、上記（1）に記載した基本方針に沿って更新されるものです。
当社取締役会は、上記（1）に記載した基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主

共同の利益に資さない大量買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配す
る者としては不適切であると考えております。そして、こうした不適切な者によって当社の
財務および事業の方針の決定を支配されることを防止するため、当社株式の大量買付等が行
われる場合に、不適切な買付等でないかどうかを株主の皆様がご判断するために必要な情報
や時間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、
当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止する為の枠組みが必要であると考
え、当社株式の大量買付等を行いまたは行おうとする者に対して、当該買付等を行いまたは
行おうとする者が実施しようとする大量買付等に関する必要な情報の事前の提供およびその
内容の評価・検討、買付者との交渉に必要な期間の確保を求めるための合理的な枠組みとし
て、本プランを更新いたしました。
②本プランの概要
本プランは当社の株券等の20%以上となる買付またはこれに類似する行為がなされる場合

を適用対象とし、かかる大規模買付等を自ら単独でもしくは他の者と共同ないし協調して行
い、または行おうとする者は、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要な情
報の提供など、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。
買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益

に反する重大なおそれをもたらす大規模買付等である場合等で、本プランに定める要件を満
たす場合には、当社は対抗措置を発動します。対抗措置としては、原則として、買付者等は
行使することができない等の差別的条件が付された新株予約権の無償割当てを行うこととし
ます。
当社取締役会は、判断の客観性・公正性を担保するため、本プランに基づき対抗措置を発

動するか否かの判断に際しては、当社の社外取締役等であって、当社経営陣から独立した者
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のみで構成される独立委員会の判断を最大限尊重するものとします。また、当社取締役会
は、独立委員会が対抗措置の発動に関する株主意思確認総会を招集することを勧告した場
合、または、当社取締役会がその善管注意義務に照らし本プランに基づく対抗措置を発動す
るか否かについて株主の皆様に判断していただくべきと判断する場合には、株主意思確認総
会を招集し、その決議の結果に従います。
本プランの有効期間は、2023年３月29日開催の第61回定時株主総会終結後、３年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
本プランの内容については、第61回定時株主総会招集ご通知に記載しており、同通知につ

いては、当社のウェブサイトhttps://www.look-holdings.jp/irinfo/kabushiki/meeting/
をご参照ください。

(3) 上記(2)の取り組みが、上記(1)の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものではなく
当社の役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入さ

れるものであること、第61回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て更新された
ものであるなど株主意思を重視するものであること、当社取締役会の恣意的判断を排除する
ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した当社の社外取締役等により構成される独立
委員会を設置していること、合理的に客観的な発動要件が充足されなければ発動されないよ
うに設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保して
いること等から、当社取締役会は、上記(2)の取り組みが、上記(1)の基本方針に沿い、当社
の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とす
るものではないと判断しております。
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連結注記表

＜連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞
1．連結の範囲に関する事項

連結子会社は㈱ルック、A.P.C.Japan㈱、㈱ルックモード、㈱エル・ロジスティクス、
Il Bisonte S.p.A.、Il Bisonte USA Inc.、Il Bisonte France S.a.r.l.、㈱アイディールッ
ク、㈱アイディージョイの９社であります。
非連結子会社は㈱ラボ・オーフナトで、その総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）
および利益剰余金（持分相当額）等は、いずれも連結計算書類の総資産、売上高、当期純
損益および利益剰余金等に比して僅少であり、かつ、全体としても重要な影響を及ぼして
おりません。

2．持分法の適用に関する事項
持分法を適用している非連結子会社および関連会社はありません。
持分法を適用していない非連結子会社１社の当期純損益（持分相当額）および利益剰余金
（持分相当額）等は、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全
体としても重要な影響を及ぼしておりません。

3．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券

満期保有目的の債券
償却原価法であります。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に
より算定）であります。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法であります。

② デリバティブ取引
時価法によっております。

③ 棚卸資産
主に先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）であります。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

2007年３月31日以前に取得したもの
主に旧定率法を採用しております。

2007年４月１日以降に取得したもの
主に定率法を採用しております。ただし、建物 (建物附属設備を除く）、2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しており
ます。

なお、耐用年数および残存価額については、主に法人税法に規定する方法と同一の基
準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、主に法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま
す。
また、自社利用のソフトウエアについては、見込利用可能期間（5年、一部連結子会社に
おいて10年）に基づく定額法によっており、マーケティング関連資産については、経済
的耐用年数（30年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、主に一般債権については貸倒実績率により計上
しており、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ
き額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
連結子会社２社は、役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額から
年金資産を控除した額を計上しております。
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④ 株式給付引当金
従業員への当社株式の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。

⑤ ポイント引当金
顧客に付与したポイントの内、商品の購入に基づくもの以外のものについて、その利用
に備えるため、過去の使用実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額をポイント
引当金として計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
① 商品及び製品の販売に係る収益認識

当社グループは主に衣料品、雑貨等を以下の業態において販売しており、通常以下の時
点で顧客が商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
ア．店頭販売

店頭販売は顧客へ商品及び製品を引渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当
該時点で収益を認識しております。

イ．卸売販売及びオンライン販売
卸売販売及びオンライン販売は顧客へ商品及び製品を引渡した時点で履行義務が充足
されるものの、商品及び製品の出荷時点と重要な差異はないため、当該商品及び製品
の出荷時点で収益を認識しております。

② カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに係る収益認識
販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムによる物品の販売
については、付与したポイントのうち、履行義務として識別されるものについては、将
来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行
っております。これにより付与したポイントについて契約負債を認識し、収益から控除
しております。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
② 退職給付に係る会計処理の方法
ア．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

イ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。
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未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他
の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

ウ．小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。

③ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は、期中平均相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めて計上し
ております。

④ のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり均等償却しておりま
す。

⑤ ヘッジ会計の方法
ア．ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。
イ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建予定取引

ウ．ヘッジ方針
為替予約取引については、権限規程等を定めた社内管理規程に基づいて、基本的には
外貨建取引の約定高の範囲内で行い、投機的な取引は行わない方針であります。

エ．ヘッジ有効性の評価
ヘッジの有効性の判定については、ヘッジ手段とヘッジ対象の経過期間に係るキャッ
シュ・フロー総額の変動額を比較する方法を採用しております。
なお、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時
およびその後も継続してキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定できる
ものについては、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

⑥ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適
用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12
日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計
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処理並びに開示を行っております。
⑦ 繰延資産の処理方法

社債発行費
社債発行費は、社債償還期間（５年間）にわたり定額法により償却しております。

４．会計方針の変更に関する事項
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28
日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年
10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結計算書類に与える
影響はありません。

５．会計上の見積りに関する事項
（1）棚卸資産の評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 14,023百万円
仕掛品 1,128百万円
原材料及び貯蔵品 505百万円
（注）棚卸資産評価損の金額 7,729百万円

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
当社グループでは、商品等を季節ごとに区分した「季節商品」と、季節に左右されにく
い雑貨類を中心とした「定番商品」に区分して、ブランド別に棚卸資産の評価を行って
おります。
「季節商品」は、シーズン終了後未販売の商品等をアウトレット又はセールにより値引
販売を行うこととなる一方、「定番商品」は、複数シーズンにわたって継続的に仕入を行
い、値引せずに販売されるという特性があります。
そのため、「季節商品」は、シーズン終了後未販売の全ての商品等を対象に値引販売を考
慮した正味売却価額まで帳簿価額の切下げを行っております。
一方、「定番商品」については、今後も値引せずに販売できるかについての不確実性が存
在するため、一定の評価ルールに基づき、将来の値引や販売せずに処分する可能性に備
えて、過去の販売数量が一定数量に満たない等、特定の条件に該当するものに対して、
正味売却価額まで帳簿価額の切下げを行っております。
商品等のうち、「定番商品」は6,918百万円で、その大半は連結子会社である株式会社ル
ックで計上されております。
なお、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性
があるため、見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、商品及
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び製品の金額に重要な影響を与える可能性があります。
（2）繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額） 1,673百万円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち、将来の収益力を
基礎とした一時差異等加減算前の課税所得及びタックス・プランニングに基づき、将来
の税金負担額を軽減することができると認められる金額を繰延税金資産として計上して
おります。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得及びその発生時期は、事業計画に基
づき見積もっており、当社グループの事業計画には、出退店計画などを勘案した将来売
上高、営業損益及び将来減算一時差異等の解消予定時期のスケジューリングなど一定の
仮定が含まれております。韓国事業の事業計画においては、出退店計画の他、主要ブラ
ンドの契約の動向、過去の販売実績及び関連する外部情報などを勘案した一定の仮定に
基づく将来売上高や営業損益が含まれております。
これらの見積りに用いた仮定には不確実性が伴うため、見積りの前提や仮定に変更が生
じた場合には、翌連結会計年度の繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響
を与える可能性があります。

＜連結貸借対照表に関する注記＞
有形固定資産の減価償却累計額 7,835百万円

＜連結損益計算書に関する注記＞
減損損失の内容

場所 用途 種類

東京都足立区、他 事業用資産 建物及び構築物、
工具、器具及び備品

当社グループは店舗を基本とした単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてお
ります。また、本社等の全社資産につきましては共用資産としてグルーピングしております。
事業用資産につきましては、営業活動から生じる損益がマイナスとなることが見込まれるた
め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額60百万円（建物及び構築物36百万円、
工具、器具及び備品24百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、正味売却価額は処分見込額により評価し
ております。
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
1．当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

普通株式 7,796,313株
2．剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額
決議日 株式の

種類
配当金
の総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年３月28日
定時株主総会 普通株式 776百万円 100円00銭 2024年12月31日 2025年３月31日

（注）配当金の総額776百万円には、以下に対する配当金支払額を含んでおります。
・ルックホールディングス従業員持株会専用信託口：７百万円
・株式会社日本カストディ銀行信託口（J-ESOP）：25百万円

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

決議予定 株式の
種類

配当の
原資

配当金
の総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年３月27日
定時株主総会 普通株式 利 益

剰余金 778百万円100円00銭2025年12月31日2026年３月30日
（注）配当金の総額778百万円には、以下に対する配当金支払額を含んでおります。

・ルックホールディングス従業員持株会専用信託口：５百万円
・株式会社日本カストディ銀行信託口（J-ESOP）：24百万円

＜金融商品に関する注記＞
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、また、運転資金
の一部を銀行借入や社債発行により調達しております。デリバティブは、後述するリスク
を回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券および業務上の関係を有する企業の株
式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
敷金は、主に賃借物件に係る預託であり、預入先の信用リスクが存在します。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、一部外貨
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建ての営業債務は為替リスクに晒されておりますが、先物為替予約によるヘッジを行って
おります。
デリバティブ取引は、主に外貨建ての営業債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引
を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッ
ジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の連結計算書類作成の
ための基本となる重要な事項に関する注記等「3．会計方針に関する事項（5）その他連結
計算書類作成のための基本となる重要な事項 ⑤ ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動
リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における債権担当者が主
要な取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごとの期日管理および残高管理を行い、
主な取引先の信用状況を把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
を図っております。また、デリバティブ取引の利用にあたっては、格付けの高い金融機
関等とのみ取引を行っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての営業債務について、為替相場の状況により、輸入に係る予定取引に
より確実に発生すると見込まれる外貨建て営業債務に対する先物為替予約を行っており
ます。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状
況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業と
の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引については権限規程等を定めた社内管理規程に基づいて経理部が実行、
管理し、定期的に取締役会で取引状況を報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新す
るとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる
ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注）参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券
その他有価証券 5,962 5,962 −

資産計 5,962 5,962 −
社債 1,500 1,414 △85
長期借入金(*2) 8,666 8,622 △44
負債計 10,166 10,037 △129

デリバティブ取引(*3) ２ ２ −
(*1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金については現金で

あること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似するものであることから、
また、重要性が乏しいものについては記載を省略しております。

(*2)1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）市場価格のない株式等
区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式（※） 156
※ 上記については、「投資有価証券」には含めておりません。

3．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価
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を分類しております。
（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 5,962 − − 5,962

デリバティブ取引
通貨関連 − ２ − ２

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 − 1,414 − 1,414
長期借入金 − 8,622 − 8,622

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい
るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。また、満期保有目的の債券は
国債の利回り等、適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。

デリバティブ取引
通貨関連取引（為替予約）の時価は、金融機関等より提示された価格等に基づき算定し
ており、レベル２の時価に分類しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを
加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類してお
ります。

長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

2026年02月19日 14時27分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



21

＜収益認識に関する注記＞
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

売上高（百万円）

顧客との契約から
生じる収益

アパレル関連事業

日本

小売 18,046
卸売 1,750
ＥＣ 4,498
計 24,295

海外

韓国 25,740
欧州 1,008
その他海外 459
計 27,208

計 51,504
生産及びOEM事業 510
物流事業 36
計 52,051

その他の収益 65
外部顧客への売上高 52,117
（注）1．アパレル関連事業 - 日本の「小売」は、主にＥＣを除く店舗（百貨店、直営店、フラ

ンチャイズ店など）における売上高になります。
2．その他の収益は、賃貸借契約に基づくリース収益であります。
3．売上高の数値は連結消去後のものになります。

2.収益を理解するための基礎となる情報
「＜連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞ 3．会計方針に関す
る事項 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度（百万円）
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,961
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 5,697
契約負債（期首残高） 101
契約負債（期末残高） 101
契約負債は、主に、アパレル関連事業において、カスタマー・ロイヤリティー・プログラムに
基づき、商品及び製品の販売時に付与したポイントに関するものであります。契約負債は、収
益の認識に伴い取り崩されます。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主
に、取引価格の変動）の額に重要性はありません。

＜従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記＞
（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

当社は、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的と
して、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下「本プラン」といいます。）を導
入しております。

（1）取引の概要
本プランは、「ルックホールディングス従業員持株会」（以下「持株会」といいます。）に
加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当
社が信託銀行に「ルックホールディングス従業員持株会専用信託」（以下「従持信託」と
いいます。）を設定し、従持信託は、６年４ヶ月の期間にわたり持株会が取得すると見込
まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的
に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額
が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす
者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保
証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、
信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、か
かる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
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純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、
当連結会計年度72百万円、53千株であります。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度−百万円

（従業員向け株式給付信託（J-ESOP））
当社は、当社の株価や業績と当社および当社グループの従業員（以下「従業員」といいま
す。）の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価
及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して当社の株式を給付する
インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」といいます。）を導入し
ております。

（1）取引の概要
本制度は、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考にした信託
型のスキームであり、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした
従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し職位等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取
得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付す
る株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として
分別管理するものとします。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、
当連結会計年度484百万円、247千株であります。
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＜１株当たり情報に関する注記＞
1. １株当たり純資産額 5,406円08銭
2. １株当たり当期純利益 197円62銭
（注）当社は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」および「従業員向け株式給付信託

（J-ESOP）」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残
存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自
己株式に含めており、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております。
（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

期末の当該自己株式の数：53,400株 期中平均の当該自己株式の数：65,962株
（従業員向け株式給付信託（J-ESOP））

期末の当該自己株式の数：247,200株 期中平均の当該自己株式の数：249,377株

＜企業結合に関する注記＞
連結子会社による事業譲受
当社は、2025年６月25日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社アイデ

ィールック（以下、アイディールック社）が株式会社ファジン（以下、ファジン社）の事業を
譲り受けることを決議し、2025年６月30日付で事業譲渡契約を締結し、同日商品資産及び営
業店舗の譲受を完了いたしました。
1．事業譲受の概要
(1) 相手先企業の名称及びその事業の内容

相手先企業の業の名称 株式会社ファジン
事業の内容 アウトレット施設による婦人服アパレルの販売

(2) 事業譲受を行った主な理由
ファジン社が販売するナショナルブランドの都心型アウトレット施設での婦人服市場

が、韓国において既に確立しており、アイディールック社におけるアウトレット事業の
運営ノウハウが蓄積されてきていること、アイディールック社の主販路である大手百貨
店の系列が上記都心型アウトレット施設の多くを運営していることから、アイディール
ック社が同事業の運営をおこなうことによるシナジー効果が期待され、ナショナルブラ
ンドの事業の拡大につながると判断し、事業の譲受を実施いたしました。

(3) 事業譲受日
2025年６月30日
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(4) 事業譲受の法的形式
現金を対価とする事業譲受

2．連結計算書類に含まれる事業譲受の業績の期間
2025年７月１日から2025年12月31日まで

3．譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 499百万円
取得原価 499百万円
(注) 2025年６月30日のレートで換算し、日本円で表記しております。

4．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 １百万円

5．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額

426百万円
(2) 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3) 償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

6．事業譲受日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 73百万円
資産合計 73百万円

7．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損
益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

敷 金

長 期 差 入 保 証 金

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

1,995

1,436

304

254

26,823

225

183

9

32

55

26,542

5,717

18,306

1,111

629

8

769

19

19

流 動 負 債 1,688
1年内返済予定の長期借入金 1,300
リ ー ス 債 務 32
未 払 金 30
未 払 費 用 150
未 払 法 人 税 等 105
未 払 消 費 税 等 28
預 り 金 21
賞 与 引 当 金 14
そ の 他 5

固 定 負 債 8,933
社 債 1,500
長 期 借 入 金 6,100
繰 延 税 金 負 債 1,029
退 職 給 付 引 当 金 3
株 式 給 付 引 当 金 41
リ ー ス 債 務 19
資 産 除 去 債 務 73
そ の 他 165
負 債 合 計 10,622

純 資 産 の 部
株 主 資 本 15,831
資 本 金 6,476
資 本 剰 余 金 1,767
資 本 準 備 金 1,767
そ の 他 資 本 剰 余 金 0

利 益 剰 余 金 8,160
利 益 準 備 金 8
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,151
繰 越 利 益 剰 余 金 8,151

自 己 株 式 △573
評価・換算差額等 2,384
その他有価証券評価差額金 2,384
純 資 産 合 計 18,216

資 産 合 計 28,838 負 債 及 び 純 資 産 合 計 28,838
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損 益 計 算 書
（2025年１月１日から）2025年12月31日まで

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 2,474
営 業 費 用 1,785

営 業 利 益 689
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 171
受 取 賃 貸 料 394
そ の 他 10 576

営 業 外 費 用
支 払 利 息 99
賃 貸 収 入 原 価 394
為 替 差 損 3
そ の 他 52 550
経 常 利 益 715

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 529 529
税 引 前 当 期 純 利 益 1,245
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 125
法 人 税 等 調 整 額 28 154
当 期 純 利 益 1,091
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個別注記表

＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
1．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券

子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法であります。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）であります。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法であります。

（2）デリバティブ取引
時価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

2007年３月31日以前に取得したもの
旧定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）については旧定額法を採用しております。

2007年４月１日以降に取得したもの
定率法を採用しております。ただし、建物 (建物附属設備を除く）、2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。

なお、耐用年数および残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっ
ております。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法
を採用しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
また、自社利用のソフトウエアについては、見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によ
っております。

2026年02月19日 14時27分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



29

（3）リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準
（1）賞 与 引 当 金 ……従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち

当事業年度に負担すべき額を計上しております。
（2）退 職 給 付 引 当 金 ……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。

（3）株 式 給 付 引 当 金 ……従業員への当社株式の給付に備えるため、株式給付債務の見
込額を計上しております。

4．収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営管理料、業務受託料及び受取配当金となります。
経営管理料及び業務受託料については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供するこ
とが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該
時点で収益を認識しております。受取配当金については、支払を受けた日をもって収益を認
識しております。

5．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。

(2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結貸借対照表における会
計処理の方法と異なっております。
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(3）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従って、法人税及
び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行ってお
ります。

(4）繰延資産の処理方法
社債発行費
社債発行費は、社債償還期間（５年間）にわたり定額法により償却しております。

６．会計方針の変更に関する事項
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28
日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年
10月28日)を当事業年度の期首から適用しております。なお、計算書類に与える影響はあ
りません。

＜貸借対照表に関する注記＞
1. 関係会社に対する短期金銭債権 335百万円
2. 関係会社に対する長期金銭債権 1,107百万円
3. 関係会社に対する短期金銭債務 5百万円
4. 有形固定資産の減価償却累計額 335百万円
5. 保証債務
㈱ルック 984百万円
A.P.C.Japan㈱ 300百万円
㈱ルックモード 421百万円
金融機関からの借入金および商品売買取引ならびに賃貸借契約取引

に対する保証債務であります。

＜損益計算書に関する注記＞
関係会社との取引高は次のとおりであります。
営業収益 2,474百万円
営業取引以外の取引高 403百万円
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＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 312,799株
（注）普通株式の自己株式の株式数には以下の信託口が保有する当社株式が含まれております。

・ルックホールディングス従業員持株会専用信託口：53,400株
・株式会社日本カストディ銀行信託口（J-ESOP）：247,200株

＜税効果会計に関する注記＞
1．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）
繰越欠損金 101百万円
関係会社株式評価損 351
分割に伴う子会社株式 287
その他 166
繰延税金資産小計 907
評価性引当額 △615
繰延税金負債との相殺 △292
繰延税金資産合計 −

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △1,097百万円
資産除去債務固定資産 △4
前払年金資産 △220
繰延税金負債小計 △1,322
繰延税金資産との相殺 292
繰延税金負債合計 △1,029
繰延税金負債の純額 △1,029

2．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成
立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われるこ
ととなりました。
これに伴い、2027年1月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等
について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6％か
ら31.5％に変更になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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＜関連当事者との取引に関する注記＞
子会社および関連会社等
種類 会社等の名称 議決権の

所有割合
関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

子会社 ㈱ルック 直接
100.0%

経営管理及び
一般業務受託
資金の貸付
役員の兼任

経営管理料 532 − −
業務受託料 828 − −
賃貸借料 278 − −
資金の貸付 − 短期貸付金 300
資金の回収 − 長期貸付金 1,000
グループ通算
制度による
通算税効果額

0 未収入金 0

受取利息 13 − −
債務保証 984 − −

子会社 A.P.C.Japan㈱ 直接
100.0%

経営管理及び
一般業務受託
資金の貸付
役員の兼任

経営管理料 89 − −
業務受託料 141 − −
賃貸借料 44 − −

グループ通算
制度による
通算税効果額

0 未収入金 0

債務保証 300 − −

子会社 ㈱ルックモード 直接
100.0%

経営管理及び
一般業務受託
資金の貸付
役員の兼任

経営管理料 6 − −
業務受託料 34 − −
賃貸借料 55 − −

グループ通算
制度による
通算税効果額

0 未収入金 0

債務保証 421 − −

子会社 ㈱エル・ロジス
ティクス

直接
100.0%

経営管理及び
一般業務受託
資金の貸付
役員の兼任

経営管理料 5 − −
業務受託料 38 − −
賃貸借料 8 − −
資金の貸付 − 短期貸付金 −
資金の回収 15 長期貸付金 100
グループ通算
制度による
通算税効果額

0 未収入金 0

受取利息 1 − −

子会社 ㈱ラボ・オーフ
ナト

直接
100.0%

資金の貸付
役員の兼任

資金の回収 − 長期貸付金 7
受取利息 0 − −

グループ通算
制度による
通算税効果額

1 未払金 1
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（注）取引条件および取引条件の決定方針等
1．経営管理料、業務受託料については、当社の運営費用および業務内容を勘案し決定してお
ります。

2．賃貸借料については、市場価格等を勘案し、一般の取引条件と同様の基準により算定して
おります。

3．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
4．金融機関からの借入金および商品売買取引契約ならびに賃貸借契約取引に対して債務保証
を行っております。

5．取引金額には消費税等を含めておりません。
6．期末残高には消費税等を含めております。

＜収益認識に関する注記＞
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表の「重要な会計
方針に係る事項に関する注記 4．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

＜１株当たり情報に関する注記＞
1. １株当たり純資産額 2,434円16銭
2. １株当たり当期純利益 146円27銭
（注）当社は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」および「従業員向け株式給付信託

（J-ESOP）」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残
存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自
己株式に含めており、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております。
（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

期末の当該自己株式の数：53,400株 期中平均の当該自己株式の数：65,962株
（従業員向け株式給付信託（J-ESOP））

期末の当該自己株式の数：247,200株 期中平均の当該自己株式の数：249,377株

＜その他の注記＞
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記）
連結注記表と同一であります。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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